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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体デバイス（１４）と、
　前記半導体デバイス（１４）が取り付けられる基板（１２）と、
　前記半導体デバイス（１４）および前記基板（１２）が内部に成形される成形された収
容部（４２）と、
　前記収容部（４２）内部に部分的に成形されかつ当該収容部（４２）から突出するとと
もに前記半導体デバイス（１４）と電気的に接続される少なくとも１つの電源端子（２４
）と、
　前記収容部（４２）内部に少なくとも部分的に成形されかつ前記基板（１２）の延伸方
向（Ｅ）に当該基板（１２）から突出する収容された回路基板（３０）とを備え、
　前記収容された回路基板（３０）は、ピン（４０）のための少なくとも１つのレセプタ
クル（３８）を含み、
　前記レセプタクル（３８）は、前記収容された回路基板（３０）を介して前記半導体デ
バイス（１４）の制御入力部（３６）と電気的に接続されている、半導体モジュール（１
０）。
【請求項２】
　前記収容部（４２）に取り付けられる外部回路基板（５０）を備え、当該外部回路基板
（５０）は、前記半導体デバイス（１４）の制御回路（５４）を搭載し、
　前記外部回路基板（５０）は、前記レセプタクル（３８）に圧入された圧入ピン（４０
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）を含む、請求項１に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項３】
　前記レセプタクル（３８）は、少なくとも部分的に金属層でコーティングされた前記回
路基板（３０）を貫通する孔を含み、および／または、
　前記レセプタクル（３８）は、圧入ピン（４０）を受け入れるように適合され、および
／または、
　前記レセプタクル（３８）は、前記基板が向けられる方向と直交する方向に向けられて
いる、請求項１または請求項２に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項４】
　前記収容部（４２）は、外部回路基板（５０）を取り付けるように適合された突出部（
４８）を含む、請求項１～請求項３のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項５】
　前記突出部（４８）と前記少なくとも１つのレセプタクル（３８）とは、同じ方向に向
けられている、請求項４に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項６】
　前記収容された回路基板（３０）は、多層回路基板であって、少なくとも２つの導電層
（３２）を含み、および／または、
　前記収容された回路基板（３０）は、前記収容された回路基板（３０）の異なる導電層
（３２）に電気的に接続された少なくとも２つのレセプタクル（３８）を含む、請求項１
～請求項５のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項７】
　前記半導体デバイス（１４）は、前記電源端子（２４）を流れる電流を切り替えるよう
に適合され、かつ前記制御入力部（３６）によって制御されるように適合された半導体ス
イッチを含む、請求項１～請求項６のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項８】
　前記収容部（４２）は、前記収容部（４２）の本体（４６）から突出した型構造体（４
４）を含み、前記型構造体においては前記収容された回路基板（３０）が機械的に支持さ
れ、および／または、
　前記収容された回路基板（３０）は、前記収容部（４２）の本体（４６）から突出する
型構造体（４４）の内部に収容され、前記型構造体（４４）は、前記レセプタクル（３８
）と位置合わせされた孔を有する、
請求項１～請求項７のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項９】
　前記基板（１２）は、電気的な絶縁層（２０）によって絶縁された２つの金属層（１６
，１８）を含む絶縁金属基板である、請求項１～請求項８のいずれか１項に記載の半導体
モジュール（１０）。
【請求項１０】
　前記半導体デバイス（１４）は、前記基板（１２）に接合されている、請求項１～請求
項９のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項１１】
　前記収容された回路基板（３０）は、前記基板（１２）に取り付けられている、請求項
１～請求項１０のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの電源端子（２４）は、前記基板（１２）に取り付けられている、
請求項１～請求項１１のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの電源端子（２４）および前記回路基板（３０）は、前記基板（１
２）が向けられた横方向（Ｅ）に前記半導体モジュール（１０）から突出し、および／ま
たは、
　前記基板（１２）、前記収容された回路基板（３０）および／または前記少なくとも１
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つの電源端子（２４）は、前記基板（１２）が向けられた横方向（Ｅ）に向けられている
、請求項１～請求項１２のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項１４】
　前記収容された回路基板（３０）は、前記収容部（４２）に成形された少なくとも１つ
のワイヤボンド（３４）に接続されており、および／または、
　前記少なくとも１つのワイヤボンド（３４）は、前記半導体デバイス（１４）および／
または前記基板（１２）の金属層（１６）に接合されている、請求項１～請求項１３のい
ずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。
【請求項１５】
　前記半導体デバイス（１４）と熱接触されかつ部分的に前記収容部（４２）に成形され
るとともに当該収容部（４２）から突出するベースプレート（２２）をさらに備え、およ
び／または、
　前記ベースプレート（２２）は、前記基板（１２）に接合されている、請求項１～請求
項１４のいずれか１項に記載の半導体モジュール（１０）。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　発明の分野
　本発明は、パワー半導体のパッケージングの分野に関する。特に、本発明は、半導体モ
ジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発明の背景
　ＩＧＢＴまたはパワーＭＯＳＦＥＴのような個体スイッチングデバイスを含むパワー半
導体モジュールは、電流を切り替えたり整流したりするために様々なパワーエレクトロニ
クスアプリケーションで用いられている。重要かつ急成長中のアプリケーションは、電気
自動車またはハイブリッド電気自動車のコンバータシステムである。そのようなアプリケ
ーションのための典型的な６パックモジュール（２つの半導体スイッチを有する３つのハ
ーフブリッジを含む）は、最大１２００Ｖの定格電圧および数１００Ａの定格電流を有し
得る。
【０００３】
　また、パワー半導体モジュールがＡＣ側（たとえば、モータ）とＤＣ側（たとえば、バ
ッテリ）とに接続される大電流電源端子に加えて、６パックまたはハーフブリッジパワー
半導体モジュールは、大抵、ゲートドライバボードに接続するための複数の補助端子を有
する。ゲートドライバボードは、パワー半導体モジュールにおいて互いに異なる半導体デ
バイスを制御するドライバ回路を含み、および/または故障状況を検出し得る。典型的な
６パックパワー半導体モジュールは、ハーフブリッジごとにそのような補助接続を１０個
まで、すなわち、フル６パックパワー半導体モジュールのための３０個の接続を有し得る
。
【０００４】
　補助端子接続に一般的に使用される技術は、ネジ接続、はんだピン接続、および圧入接
続である。
【０００５】
　自動車パワーモジュールで特に好ましい別の解決策は、耐熱性、耐湿性、費用、および
大量生産の観点で利点があるエポキシ型封止である。
【０００６】
　残念なことに、そのような半導体封止（トランスファおよびエポキシ成形）のための一
般的なエポキシ成形方法は、筐体で基礎づけられたパワー半導体モジュールのようなパワ
ー半導体モジュールから垂直に突出するピンと互換性がない。
【０００７】



(4) JP 6764807 B2 2020.10.7

10

20

30

40

50

　電源のためのリードフレーム端子およびモジュール側の補助接続を有するトランスファ
成形されたパワーモジュールは、大抵、かなり長い補助接続を有する。それは、インダク
タンスの増大およびスイッチング挙動の悪化をもたらす。さらに、もし単一のリードフレ
ームが電源および補助端子の両方に使われる場合（それは、パワーモジュールの製造で利
点を有する）、ＣｕＮｉＳｉのような高価な圧入材料が、より安価な銅材料で作ることが
できる電源端子においても使われなくてはならない。
【０００８】
　ＷＯ２０１４１６６６９２Ａ１およびＵＳ２００９１４６２７２Ａ１は、成形された収
容部の上側に成形された圧入ピンのためのレセプタクルを有する半導体モジュールを示し
ている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】国際公開第２０１４／１６６６９２号
【特許文献２】米国特許出願公開第２００９／１４６２７２号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　発明の説明
　発明の目的は、容易にかつ経済的に製造できる半導体モジュールを提供することである
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　この目的は、独立請求項の主題によって達成され得る。さらなる例示的な実施形態は、
従属請求項および以下の説明から明らかである。
【００１２】
　発明は、（パワー）半導体モジュールに関する。半導体モジュールは、１または複数の
（パワー）半導体デバイス（たとえば、ダイオード、トランジスタ、サイリスタ）を含む
装置としてみなされ得る。半導体モジュールは、これら１または複数の半導体デバイスを
機械的に支持しかつ電気的に相互接続するさらなる部材を有する。パワー半導体モジュー
ルは、パワー半導体デバイスと同様に、１０Ａより大きいおよび／または１００Ｖより大
きい電流を処理するように適合され得る。
【００１３】
　半導体モジュールは、乗用車、モータバイク、バス、トラック、および／または充電ス
テーションのような自動車のアプリケーションに使用され得る。さらに、半導体モジュー
ルは、（オフロード）建設車両のような他の全ての種類の車両に使用され得る。
【００１４】
　発明の実施形態に従うと、半導体モジュールは、半導体デバイスと、半導体デバイスが
取り付けられる基板と、半導体デバイスおよび基板が内部に成形される成形された収容部
と、収容部内部に部分的に成形されかつ収容部から突出するとともに半導体デバイスと電
気的に接続される少なくとも１つの電源端子と、収容部内部に少なくとも部分的に成形さ
れかつ基板の延伸方向に基板から突出する収容された回路基板とを備え、回路基板は、ピ
ンのための少なくとも１つのレセプタクルを含み、レセプタクルは、回路基板を介して半
導体デバイスの制御入力部と電気的に接続されている。
【００１５】
　半導体デバイスは、１または複数のチップ上に設けられ得る１または複数の半導体スイ
ッチ（たとえば、サイリスタまたはトランジスタ）であってもよく、またはそれらを含ん
でいてもよい。大抵、半導体デバイス／チップは、平坦な本体を有し、および／または基
板の一方側に接合（たとえば、はんだ付けまたは焼結）される。
【００１６】



(5) JP 6764807 B2 2020.10.7

10

20

30

40

50

　パワー半導体デバイスは、上側、または反対側である上側および下側において、電気的
なコンタクト領域または電気的なコンタクト入力部を供給する平坦な本体を含んでもよい
。“上側”および“下側”という言葉は、地表面に対する方向を特定するのではなく、単
なる両側のことをいう点に留意しなければならない。
【００１７】
　基板は、半導体デバイスが取り付けられる金属層（すなわち、導電層）と、金属層が支
持される絶縁層（たとえば、プラスチック層またはセラミック層）とを含み得る。基板の
金属層は、半導体デバイスとの間で行き来する電気経路を供給するように構成され得る。
基板は、実質的に平坦であり、対応する面における基板の延伸は、基板の延伸方向を規定
する。
【００１８】
　基板は、たとえば、放熱のためのベースプレートに取り付けまたは接合され得る第１の
金属層に対向するさらなる金属層を有し得る。
【００１９】
　少なくとも１つの電源端子は、基板に取り付けられる（たとえば、接合される）リード
フレームまたは他の金属ストリップによって構成されてもよい。少なくとも１つの電源端
子は、半導体デバイスによって切り替えられる電流が流れる半導体デバイスの領域／入力
部に電気的に接続され得る。そのような領域は、コレクタおよびエミッタ領域／入力部、
またはソースおよびドレイン領域／入力部であり得る。
【００２０】
　一般的に、電源端子は、半導体モジュールのＡＣおよびＤＣ入力部を供給し得る。少な
くとも１つのレセプタクルを供給するための回路基板は、プリント回路基板であり得る。
回路基板は、１または複数の（任意に構築された）金属層と、絶縁層とを含んでいてもよ
い。金属層および絶縁層はともに積層される。また、回路基板は、基板に取り付けられて
もよい（たとえば、接合される）。回路基板、および特に金属層の１つは、半導体デバイ
スの制御領域／入力部に電気的に接続され得る。それは、ベース領域／入力部またはゲー
ト領域／入力部となり得る。
【００２１】
　一般的に、回路基板は、半導体モジュールのさらなる補助接続を提供する１つより多く
のレセプタクルを供給し得る。
【００２２】
　成形された収容部は、たとえば、２つのプレスツールによる押圧によってエポキシ成形
されてもよい。その中で、基板、取り付けられた半導体デバイス、すでに電気的に接続さ
れた電源端子、およびすでに電気的に接続された回路基板が配置され、かつ圧力下におい
てエポキシに囲まれている。電源端子および/または回路基板は、成形前に基板に機械的
に接続されてもよいことに留意しなければならない。しかしながら、回路基板は、成形さ
れた収容部を介して（単独で）基板に機械的に接続されてもよい。
【００２３】
　大抵、半導体モジュールと同様に、成形された収容部は、上面および下面を有する実質
的に平坦な本体を有し得る。その上面および下面は、実質的に平坦な本体の側面によって
取り囲まれている。電源端子および回路基板は、側面からこの本体から突出してもよい。
これにより、その電源端子および回路基板から突き出している部分は、上面または下面か
ら突出している電気接続のさらなる確保を必要とすることなく、前述したプレスツールの
間に配置され得る。
【００２４】
　回路基板の突出部分には、１または複数のレセプタクルが提供され、このレセプタクル
は、半導体デバイスを有するさらなる回路に電気的に接続するためのピンを受け入れるよ
うに適合される。レセプタクルは、回路基板の金属層に電気的に接続された金属で少なく
とも部分的に覆われ得る孔（貫通孔または有底の穴）であってもよい。ピンは、半導体モ
ジュールの上側に取り付けられる外部（制御）回路基板によって提供され得る。制御回路
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基板は、ゲートドライバボードであってもよい。ゲートドライバボードもバイポーラトラ
ンジスタのベースを制御するために使われ得ることは、理解されなければならない。
【００２５】
　半導体モジュールは、半導体モジュールをさらなるデバイスに電気的に接続する際、問
題なく、電気的および機械的な部品を収容部に対して簡単にエポキシ成形する方法を提供
する。
【００２６】
　さらに、半導体モジュールは、費用対効果の高い解決策を提供する。なぜならば、トラ
ンスファ成形封止は、量産のための費用対効果の高いプロセスであり、高価なプラスチッ
ク－金属複合フレーム部品が不要であり、そして、半導体モジュールと外部回路基板との
組み立てが簡素化されるからである。
【００２７】
　発明の実施形態に従うと、半導体モジュールは、収容部に取り付けられる外部回路基板
を備え、外部回路基板は、半導体デバイスの制御回路を搭載する。成形された収容部内の
半導体デバイスのための制御回路基板になり得る外部回路基板は、成形された収容部の外
側に配置されてもよい。たとえば、外部回路基板が半導体モジュールの上面に取り付けら
れ、外部回路基板によって提供される１または複数のピンが１または複数のレセプタクル
に配置され得る。
【００２８】
　さらに、外部回路基板と（ピンを介した）収容された回路基板との間の短絡電流経路は
、外部回路基板および収容された回路基板を（２つの回路基板の金属層を介して）通る平
行電流経路と同様に、低インダクタンスのゲートまたはベース接続を可能とする。それは
、高速スイッチングおよび／または半導体デバイスと制御回路との誘導結合の最小化を可
能にするために重要である。
【００２９】
　発明の実施形態に従うと、外部回路基板は、レセプタクルに圧入された圧入ピンを含む
。圧入ピンは、レセプタクルに圧入される際、可逆的または非可逆に圧縮され得る端部を
有するピンであってもよい。たとえば、ピンの端部がレセプタクルに挿入される際、ピン
は、互いに向かって圧縮される少なくとも２つのフィンガを有する端部を有してもよい。
【００３０】
　ピンが外部回路基板に接続される他の端部は、たとえば、外部回路基板内のさらなるレ
セプタクルに圧入接続するように適合された端部であってもよい。一方、圧入ピンは、外
部回路基板またはその内部にはんだ付けすることも可能である。
【００３１】
　エポキシ型封止と半導体モジュール内の圧入相互接続との組み合わせは、厳しい温度、
高負荷サイクル、および／または高振動での半導体モジュールの動作を可能にする。した
がって、半導体モジュールは、筐体または（ハイブリッド）電気自動車の電気インバータ
部分に上手く適用される。
【００３２】
　発明の実施形態に従うと、レセプタクルは、少なくとも部分的に金属層でコーティング
された回路基板を貫通する孔である。この孔は、成形された収容部の外側に設けられても
よい。
【００３３】
　発明の実施形態に従うと、レセプタクルは、圧入ピンを受け入れるように適合される。
圧入接続は、高い信頼性、高温性能、および組立の容易さを提供し得る。圧入接続は、気
密かつ永久的な電気接続を形成するために、回路基板のめっきされた貫通孔（レセプタク
ル）に強制的に挿入される変形可能な先端を有するピンを含み得る。ピンおよび／または
レセプタクルは、錫めっきされてもよい。
【００３４】
　発明の実施形態に従うと、レセプタクルは、基板が向けられる方向と実質的に直交する



(7) JP 6764807 B2 2020.10.7

10

20

30

40

50

方向に向けられている。基板は、複数の層を含み、その各々は平坦な延長部を有してもよ
い。レセプタクルまたは対応する孔は、基板の層によって規定される平面に実質的に直交
するように、すなわち、成形された収容部の下側から上側への方向に向かっている。
【００３５】
　その結果、モールド工程の後に組み立てられ得る成形された収容部の他に、半導体モジ
ュールから圧入ピンが垂直に突き出る。半導体モジュールは、プラスチックフレームを必
要とせず、かつトランスファ成形工程を用いて封止され得る。
【００３６】
　発明の実施形態に従うと、収容部は、外部回路基板を取り付けるように適合された突出
部を含む。プラスチックピンとしてみなされるこれらの突出部は、収容部の本体と一体で
あってもよく、および/または収容部の成形中に形成されてもよい。一般的に、成形され
た封止は、外部回路基板をパワー半導体モジュールに取り付けるための案内構造を特徴と
し得る。
【００３７】
　突出部は、１または複数のピンおよび１または複数のレセプタクルによって提供される
圧入接続とともに、外部回路基板を半導体モジュールに取り付けるために使われ得る。外
部回路基板は、突出部を受け入れるための孔を含み得る。プラスチック突出部は、外部回
路基板および成形された収容部の組み立て中に、これらの孔に圧入され得る。外部回路と
半導体モジュール側の回路基板との間の高いアライメント精度が簡単に得られる。
【００３８】
　発明の実施形態に従うと、突出部と少なくとも１つのレセプタクルとは、同じ方向に向
けられている。突出部は、１または複数のレセプタクルおよび／または対応するピンと同
じ方向に、収容部の上面から突出してもよい。
【００３９】
　発明の実施形態に従うと、収容された回路基板は、多層回路基板であって、絶縁層を介
して互いに絶縁された少なくとも２つの導電層を含む。異なる層を通じて、１または複数
の補助信号と同様に、１または複数のゲートまたはベース信号は、伝導され得る。１また
は複数の補助信号は、たとえば、１または複数のセンサ（たとえば、温度センサ、電流セ
ンサ、および／または電圧センサ）によって提供され得る。これらの１または複数のセン
サはまた、成形された収容部内に封止され、そして収容された回路基板に電気的に接続さ
れ得る。
【００４０】
　これにより、各ゲートおよび補助信号が多層回路基板の平行な平坦層に配線される場合
、非常に低いインダクタンスを有するゲートまたはベース接続が提供され得る。このこと
は、スイッチング速度の増加、および電源と補助信号とのカップリングの減少を成し得る
ことができ、特にワイドバンドギャップパワー半導体デバイスにとって特に重要である。
【００４１】
　発明の実施形態に従うと、収容された回路基板は、収容された回路基板の異なる導電層
に電気的に接続された少なくとも２つのレセプタクルを含む。異なる導電層は、複数の孔
と相互接続され得る。半導体モジュールの各補助接続は、半導体モジュールを外部回路基
板に接続し、および／またはトランスファ成形封止工程と互換性のある信頼性の高い圧入
接続によって提供され得る。
【００４２】
　これはまた、収容された回路基板を通る多層信号経路に基づく基板および半導体モジュ
ールの占有面積の低減を可能にする。たとえば、収容された回路基板は、基板上の電力信
号を伝送するアイランドに取り付けられ得る。収容された回路基板の金属層に接続される
ダイレクトワイヤボンド接続によって、基板金属層の別個のパッドは、補助信号のために
必要とされ得ない。
【００４３】
　さらに、収容された回路基板部分は、半導体モジュールに低誘導ゲート信号を提供する
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ために必要とされる追加のセラミック基板を廃止し得る。
【００４４】
　発明の実施形態に従うと、半導体デバイスは、電源端子を流れる電流を切り替えるよう
に適合され、かつ制御入力部によって制御されるように適合された半導体スイッチを含む
。前述したように、半導体デバイスは、１または複数のサイリスタおよび／またはトラン
ジスタを含み得る。たとえば、半導体デバイスは、ハーフブリッジを含んでいてもよい。
【００４５】
　発明の実施形態に従うと、収容部は、収容された回路基板が機械的に支持される収容部
の本体から突出した型構造体を含む。型構造体は、機械的に回路基板構造を支持し得る。
型構造体は、半導体モジュールの上側および／または下側から収容された回路基板に向か
う傾斜面を有し得る。
【００４６】
　発明の実施形態に従うと、収容された回路基板は、収容部の本体から突出する型構造体
の内部に収容され、型構造体は、レセプタクルと位置合わせされた孔を有する。言い換え
ると、収容部および特に型構造体は、完全に収容された回路基板を覆い、そして、収容さ
れた回路基板に圧入ピンが圧入され得るような孔を有するだけでよい。
【００４７】
　しかし、回路基板が単に部分的に収容され、かつ成形された収容部から突出することも
可能である。
【００４８】
　発明の実施形態に従うと、基板は、電気絶縁層によって絶縁された２つの金属層を含む
絶縁金属基板である。半導体デバイスまたは少なくともその一部は、基板および特に金属
層の１つに接合されてもよい。
【００４９】
　発明の実施形態に従うと、収容された回路基板は、基板に取り付けられている（たとえ
ば、接合されている）。収容された回路基板は、基板によって機械的に支持されてもよく
、たとえば、はんだ付け、焼結、接着により、直接的または間にスペーサを介して取り付
けられてもよい。
【００５０】
　発明の実施形態に従うと、少なくとも１つの電源端子は、基板に取り付けられている（
たとえば、接合されている）。少なくとも１つの電源端子および／または少なくとも１つ
の電源端子を提供するリードフレームは、基板によって機械的に支持されてもよく、たと
えば、はんだ付け、焼結、接着により、直接的または間にスペーサを介して取り付けられ
てもよい。
【００５１】
　発明の実施形態に従うと、少なくとも１つの電源端子および収容された回路基板は、基
板が向けられた横方向に半導体モジュールから突出している。少なくとも１つの電源端子
および収容された回路基板は、収容部の本体の側面から突出してもよい。基板、収容され
た回路基板、および／または少なくとも１つの電源端子は、同じ方向に向けられている。
【００５２】
　発明の実施形態に従うと、収容された回路基板は、収容部に成形された少なくとも１つ
のワイヤボンドに接続されている。たとえば、少なくとも１つのワイヤボンドは、半導体
デバイスおよび／または基板の金属層に接続される。収容された回路基板は、ワイヤボン
ドによって、半導体モジュールにおける半導体デバイスの１または複数の半導体チップ、
または基板上のコンタクトパッドに相互接続され得る。これらのワイヤボンドは、成形前
にそれらのコンタクト表面に接合され、そして、収容部内に完全に成形され得る。
【００５３】
　発明の実施形態に従うと、半導体モジュールは、半導体デバイスと熱接触されかつ部分
的に収容部に成形されるとともに収容部から突出するベースプレートをさらに備える。ベ
ースプレートは、基板の１または複数の金属層よりも厚い金属板であってもよく、および
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／または半導体デバイスから電気的に絶縁されてもよい。ベースプレートは、基板に接合
されてもよく、すなわち、成形前に機械的に基板に接合されてもよい。
【００５４】
　発明のこれらおよび他の局面は、以下に記載される実施形態から明らかであり、それら
を参照して説明されるであろう。
【００５５】
　発明の主題は、添付の図面に図示される例示的な実施形態を参照して、以下の本文でよ
り詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００５６】
【図１】本発明の一実施形態に従う半導体モジュールを模式的に示す断面図である。
【図２】本発明のさらなる実施形態に従う半導体モジュールを模式的に示す断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００５７】
　図面で用いられる参照符号およびそれらの意味は、参照符号の一覧に要約の形態で列挙
される。原則的に、同一の部分には図中同じ参照符号が付与される。
【００５８】
　例示的な実施形態の詳細な説明
　図１は、半導体デバイス１４が取り付けられた基板１２を備える半導体モジュール１０
を示す。
【００５９】
　基板１２は、セラミック層である絶縁層２０に取り付けられた２つの金属層１６，１８
を含む絶縁金属基板であってもよい。半導体デバイス１４は、トランジスタまたはサイリ
スタを有する半導体チップであってもよく、下側が金属層１６に接合されてもよい。
【００６０】
　半導体デバイス１４のこの下側において、ドレイン領域またはコレクタ領域になり得る
半導体デバイス１４の電源入力部１９が提供され得る。
【００６１】
　基板１２の上側金属層１６は、半導体デバイス１４のための導電経路を提供するように
構成されてもよい。
【００６２】
　ベースプレート２２は、たとえば、接合によって、基板１２の下側金属層１８に取り付
けられてもよい。このベースプレート２２は、金属層１６，１８よりも厚い金属板であっ
てもよく、半導体デバイス１４から電気的に絶縁されてもよいが、半導体デバイス１４を
冷却するために、半導体デバイス１４と熱接触している。
【００６３】
　半導体モジュール１０は、電源端子２４をさらに備える。電源端子２４は、基板１２の
上側金属層１６に取り付けられる（たとえば、接合される）リードフレーム２６によって
提供される。電源端子２４は、金属ストリップによって提供されてもよい。図１に示され
るように、電源端子２４に接合される上側金属層１６の部分は、ワイヤボンド２８を介し
て、半導体デバイス１４の上側で提供される半導体デバイス１４のさらなる電源入力部２
９に接続される。この電源入力部２９は、ソース領域またはエミッタ領域になり得る。半
導体デバイス１４に接合される上側金属層１６の部分は、リードフレーム２６によって提
供されるさらなる電源端子２４と（さらなるワイヤボンドを介して直接的または間接的に
）電気的に接続され得る。
【００６４】
　半導体モジュール１０の延伸方向Ｅに関して、回路基板３０は、上側金属層１６のさら
なる部分に取り付けられる（たとえば、接合される）。回路基板３０の金属層３２は、ワ
イヤボンド３４を介して、半導体デバイス１４の上側で提供される半導体デバイス１４の
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制御入力部３６と電気的に接続される。この制御入力部３６は、ベース領域またはゲート
領域になり得る。
【００６５】
　回路基板３０は、回路基板３０を貫通する孔であって、圧入ピン４０を受け入れるよう
に適合される１または複数のレセプタクル３８を備える。各レセプタクル３８は、金属層
で覆われてもよく、および／または回路基板３０の金属層３２に電気的に接続されるめっ
きされた孔であってもよい。
【００６６】
　延伸方向Ｅに関して、回路基板３０および特にレセプタクル３８を有する部分は、基板
１２から突出する。
【００６７】
　半導体モジュール１０は、内部に基板１２を含む成形された収容部４２を備える。収容
部４２では、半導体デバイス１４およびワイヤボンドが完全に収容される。電源端子２４
およびリードフレーム２６は、横方向に収容部４２から突出してもよい。
【００６８】
　回路基板３０もまた、横方向に収容部４２から突出してもよいし、収容部４２によって
覆われてもよい。電源端子２４が突出する収容部４２の側が実質的に平坦である一方、回
路基板３０が位置される収容部４２の側は、型構造体４４を有してもよい。型構造体４４
は、回路基板３０が少なくとも部分的に受け入れられる収容部４２の本体４６から突出し
ている。
【００６９】
　回路基板３０を機械的に支持するためのこの型構造体４４は、完全にまたは少なくとも
部分的に回路基板３０を覆い得る。型構造体４４は、圧入ピン４０が到達し得るレセプタ
クル３８に位置合わせされた孔を有し得る。
【００７０】
　ベースプレート２２は、収容部４２の本体４６の下側において当該収容部４２から突出
してもよい。
【００７１】
　上側において、収容部４２は、本体４６から方向Ｅに実質的に直交するように突出し得
るピン４８を有してもよい。
【００７２】
　収容部４２の全体、すなわち、本体４６、型構造体４４、および突出部は、成形工程中
に成形され得る。たとえば、完全に組み立てられた部品１２，１４，２２，２６，２８，
３０，３４は、２部品用の型ツールに配置され、圧力下でエポキシ材料に収容され得る。
【００７３】
　ピン４８は、外部回路基板５０を半導体モジュール１０の収容部４２に取り付けるため
に用いられる。外部回路基板５０は、ピン４８を受け入れるための孔５２を有していても
よく、ピン４８は、摩擦嵌合によって支持されてもよい。
【００７４】
　方向Ｅ、すなわち、実質的に基板１２と平行に向けられている外部回路基板５０、リー
ドフレーム２６、および内部、収容された回路基板３０は、ゲートドライバのように半導
体デバイス１４の制御回路を担う。図１は、外部回路基板５０の金属層５６に接合され得
るこの制御回路のいくつかの電子部品５４を示す。
【００７５】
　圧入ピン４０は、外部回路基板５０にはんだ付けされていてもよく、外部回路基板５０
から実質的に直交するように突出してもよい。外部回路基板５０が収容部４２に取り付け
られる際、圧入ピン４０は、レセプタクル３８に圧入され得る。その端部において、取り
付け後、圧入ピン４０がレセプタクル３８において良好な機械的および電気的接触を有す
るように、圧入ピン４０は、取り付け中に圧縮される針の目に似た構造を含み得る。圧入
ピン４０は、収容部４２の本体４６の他で動作することにも留意しなければならない。
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【００７６】
　回路基板において半導体モジュールから垂直方向に出て雌部品に接続される雄ピンに働
きかける従来の圧入接続とは対照的に、圧入ピン４０は、外部回路基板５０に統合され、
かつ半導体モジュール１０の雌部品（レセプタクル３８）と接続し得る。１または複数の
レセプタクル３８を提供する内部の回路基板３０は、収容部４２内に統合される。レセプ
タクル３８は、圧入ピン４０のための露出した孔であり得る。
【００７７】
　内部の回路基板３０は、（たとえば、はんだ付け、焼結、または接着によって）基板１
２に機械的に接合されていてもよく、および／またはワイヤボンド３４によって、半導体
デバイス１４のコンタクト領域３６および／または基板１２上のコンタクトパッドに直接
的に相互接続されてもよい。
【００７８】
　あるいは、内部の回路基板３０のコンタクトパッドは、基板１２のコンタクトパッドに
直接的に電気接続されてもよい。たとえば、導電性の垂直経路は、回路基板３０内に電気
信号を分配してもよい。
【００７９】
　半導体モジュール１０に回路基板３０を統合する代わりの解決方法は、ベースプレート
２２に内部の回路基板３０を取り付けることを含む。解決方法は、基板１２と回路基板３
０との間に、ある種のスペーサを用いることによって、回路基板３０を基板１２から垂直
にずらすことを含む。あるいは、解決方法は、成形された収容部４２によって唯一固定さ
れる回路基板３０の部分、“フリーフローティング”を有しているだけでもよい（これは
、成形中にワイヤボンドのための一時的な固定を用いて達成され得る）。
【００８０】
　リードまたはピンが半導体モジュール１０から垂直に突出しないため、封止とみなされ
る成形された収容部４２は、トランスファ成形封止でエポキシ成形され得る。成形ツール
は、回路基板３０の端部に直接的に整列され、これにより、外部回路基板５０のアライメ
ント特徴部４８（たとえば、モールド封止における突出もしくは孔、または追加部品とし
て成形される）と回路基板３０における圧入レセプタクル３８との間の高い相対的な位置
精度が達成され得る。
【００８１】
　圧入ピン４０は、外部回路基板５０にすでに統合されていてもよい。これは、貫通孔に
おけるはんだ付け、または追加の圧入接続のような一般的に使用される接続方法によって
達成し得る。統合された圧入ピン４０を有する外部回路５０は、アライメント特徴部４８
および付随的ないくつかのねじ接続を用いて半導体モジュール１０に圧入成形されてもよ
い。一般的に、外部回路基板５０は、半導体モジュール１０、または半導体モジュール１
０を取り囲む追加のフレーム構造に直接的に取り付けられてもよい。
【００８２】
　図２は、別の視点から、図１のパワー半導体モジュール１０を示す。図２は、回路基板
３０，５０の両方が多層回路基板であってもよいことを示す。
【００８３】
　収容された回路基板３０は、回路基板３０の異なる金属層３２に接続されるいくつかの
レセプタクルを有し得る。これにより、複数の電気信号は、複数の導電性金属層に送られ
る。たとえば、これらの信号は、外部回路基板５０からの制御信号と、成形された収容部
４２に収容され得るセンサからのセンサ信号とを含む。
【００８４】
　一方、外部回路基板５０は、回路基板５０の異なる金属層５６に接続されるいくつかの
圧入ピン４０を提供してもよい。
【００８５】
　図面および以上の説明において発明を詳細に図示し、記載したが、そのような図示およ
び説明は制限的ではなく例示または図示と考えられるべきである。発明は開示される実施
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形態に限定されるものではない。図面、開示、および添付の請求項を検討することから請
求される発明を実践する当業者によって、開示される実施形態に対する他の変形例が理解
され、実行され得る。請求項で、「備える」という語は他の要素またはステップを排除す
るものではなく、不定冠詞「ａ」または「an」は複数を排除するものではない。単一のプ
ロセッサまたはコントローラまたは他のユニットが請求項に記載されるいくつかの項目の
機能を果たしてもよい。ある手段が相互に異なる従属請求項に記載されているという単な
る事実は、これらの手段の組合せを有利に用いることができないことを示すものではない
。請求項中のいずれの参照符号も範囲を限定するものと解釈されてはならない。
【符号の説明】
【００８６】
　１０　半導体モジュール、１２　基板、１４　半導体デバイス、１６　上側金属層、１
８　下側金属層、１９　コンタクト領域、２０　絶縁層、２２　ベースプレート、２４　
電源端子、２６　リードフレーム、２８　ワイヤボンド、２９　コンタクト領域、３０　
回路基板、３２　金属層、３４　ワイヤボンド、３６　コンタクト領域、３８　レセプタ
クル、４０　圧入ピン、４２　成形された収容部、４４　突出型構造体、４６　本体、４
８　ピン、５０　外部回路基板、５２　孔、５４　電子部品、５６　金属層。

【図１】

【図２】
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